
 

 

 

 

 

 

 

台湾向け農産物・加工食品等輸出促進セミナーの開催について 

 

県では、より多くの生産者や生産団体等が輸出に取り組み、販路拡大によって生産者等の所得向上に

つながることを目的に、本セミナーを開催しています。 

今回は、令和４年２月に規制緩和となった台湾を対象に、農産物の検疫条件や残留農薬基準、食品添加物

等について、専門家から講演いただきます。台湾への食品輸出に興味がある方は、是非御参加ください。 

 

１ 日 時   令和５年１月２６日（木）１３：３０～１５：５０ （受付 １３：００～） 
 

２ 開催方法・定員    
（１）リアル会場   県庁２階ビジターセンター （前橋市大手町１－１－１） 

            定員：３０名（先着順） 
 （２）オンライン配信 Teamsを使用 
            定員：１００名（先着順） 

 
３ 内 容  
（１）第１部  １３：４０～１４：２５  

演 題  農産物を輸出するために（輸出植物検疫と残留農薬） 
講 師  一般社団法人全国植物検疫協会 課題解決支援事業専門家 川口 嘉久 氏 
 

（２）第２部  １４：３０～１５：１５  
演 題  加工食品の食品添加物規制について 
講 師  一般財団法人食品産業センター 事業推進部長 阿部 徹 氏 
 

（３）第３部  １５：１５～１５：３０  
演 題  県産農産物等のＰＲ販売に係る結果報告 

     講 師  ぐんまブランド推進課輸出促進係 係長 小林 泰彦  
 

（４）質疑応答 １５：３０～１５：５０ 
 

４ 参加費   無 料   
 

５ 主 催   群馬県 
 

６ 共 催   独立行政法人 日本貿易振興機構 群馬貿易情報センター 
 

７ 申込方法 
（１）申込フォームからの申込み：原則、下記のＵＲＬまたはＱＲコードから申込みください。 
   ＵＲＬ    https://forms.office.com/r/zhc4wNAP2H 

    ＱＲコード   
 
 
 
（２）申込フォーム以外からの申込み：ＵＲＬまたはＱＲコードからの申込みが難しい場合は、 

電子メールにより下記宛先まで御連絡ください。 
宛  先   群馬県農政部ぐんまブランド推進課 E-mail burando@pref.gunma.lg.jp 

 （３）申込締切   １月１８日（水）まで 

 

 

令和４年１２月２３日 

農政部 

ぐんまブランド推進課 輸出促進係  

電話：０２７－２２６－３１３１ 内線：３１３１    

mailto:burando@pref.gunma.lg.jp



